
令和４年第１０回 琴浦町教育委員会定例会 日程

と き：令和４年９月３０日（金）13:30～

ところ：まなびタウンとうはく 第 1会議室

１ 開 会

２ 議事録署名委員の指名

（森田委員、黒松委員）

３ 教育長報告

４ 各課報告

５ 議 事

６ 報告事項

７ その他

８ 閉 会

次回定例会：令和４年１０月 日（ ） 時 分～



９月定例教育委員会資料

2022/9/30

１ 行事報告等

８月２９日(月) 定例校長会

８月３１日(水) 琴浦町ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ教職員研修会（15:30~ まなびタン）
９月 ２日(金) 日本スポーツ少年団顕彰授与式（竹中勝利・東伯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝスポ少）

９月 ４日(日) 人権フェスティバル（13:30~15:30 まなタン）
９月 ６日(火) クラスター調査班来庁

９月 ８日(木) 議会初日

９月１０日(土) 中学校運動会

９月１１日(日) 中部駅伝

９月１２日(月) 惑星ことうら給食

９月２１日(水) 運動部活動の地域移行に係る検討状況説明会（伯耆しあわせの郷）

９月２６日(月) 議会最終日

９月２９日(木) 定例校長会

９月３０日(金) 定例教育委員会(13:30~ )

２ 今後の予定

１０月 ６日(木) 計画訪問（ふなのえこども園 9:00~12:00）
戦没者追悼式（まなびタウン 10:00~10:30）

１０月１２日(水) 計画訪問（しらとりこども園 9:00~12:00）
学習発表会(船上小)

１０月１４日(金) 学習発表会(八橋小)

１０月１８日(火) 計画訪問（みどり保育園 9:00~12:00）
１０月２０日(木) 県幼稚園・こども園教育研究大会（こがねこども園）

１０月２０日(木)・２１日(金) 鳥取県町村教育長第２回研究大会

１０月２１日(金) 学習発表会（浦安小、聖郷小、赤碕小）

１０月２２日(土)～２４日(月) 第３７回赤碕部落解放文化祭

１０月２６日(水) 計画訪問（赤碕小学校 9:00~12:00）

３ その他

中学校文化祭

１１月３日(木) 東伯中学校

１１月５日(土) 赤碕中学校
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令和４年９月教育委員会定例会報告

教育総務課

１．９月定例議会報告
令和 3年度決算、令和 4年度補正予算
教育長、教育委員の任命

２．赤碕中学校生徒会の地域貢献活動
交通安全運動期間中の啓発活動等への協力により
大山琴浦警察署長より感謝状を受けました
詳しくは広報ことうら 12月号で紹介する予定です

３．後期計画訪問について
（別紙のとおり）

４．就学時健診について

学 校 名 健康診断実施日 就学予定児童数

八橋小学校 10 月 19 日（水） 27 人

船上小学校 10 月 17 日（月） 20 人

赤碕小学校 10 月 24 日（月） 18 人

浦安小学校 10 月 26 日（水） 38 人

聖郷小学校 11月 8日（火） 15 人

合 計 118 人
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令和４年９月 教育委員会定例会報告（社会教育課）

１ 中部駅伝競争結果報告会について

日時 令和 4年 9月 11 日（日）

結果 総合 3位（参加 12 チーム）、市町の部 1位（2:42:35）

２ 地区公民館各種行事について

３ 第１５回 琴浦町文化祭について（別添チラシのとおり）

日時：令和４年１０月２８日（金）～３０日（日）

９：００～１６：００、３０日は１５：００まで

場所：まなびタウンとうはく

主催：琴浦町文化祭実行委員会

４ 第５回 カウベル合唱フェスティバルについて（別添チラシのとおり）

日時：令和４年１１月１３日（日）開場１３時 開演１３時３０分

会場：まなびタウンとうはく 多目的ホール

主催：カウベル合唱フェスティバル実行委員会

５ 第７回 琴浦 秋の芸能祭について（別添チラシのとおり）

日時：令和４年１１月２１日（日）開場１２時３０分 開演１３時

会場：赤碕分庁舎 多目的ホール

主催：琴浦町芸能祭実行委員会

６ 町指定文化財「転法輪寺のムクロジ」の毀損について

（詳細は別紙のとおり）

７ 白鳳の郷地域活性化協議会に委託している史跡の芝管理について

（詳細は別紙のとおり）

運動会 公民館祭

八橋 代 ウォーキング（10/2） 11/6 開催で検討中

浦安 代 グランドゴルフ（10/2） 代 作品展（11/11～13）

下郷 中止 実施（10/30）

上郷 中止 作品展（11/21～26）

古布庄 代 ふれあい交流会（10/2） 古布庄まつり（11/13～予定）

赤碕 代 ウォーキング（10/2） 検討中

安田 中止 検討中

成美 実施（10/2） 検討中

以西 中止 検討中
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主　催：琴浦秋の芸能祭実行委員会　　　　後　援：琴浦町教育委員会
お問合せ：琴浦町社会教育課(0858)52-1161

赤碕民踊教室（舞踊）
彩川会（舞踊）
逢束盆踊り保存会（舞踊）
花扇会　東伯グループ（舞踊）
花扇会　なでしこグループ（舞踊）
琴修会赤碕教室（大正琴）
琴修会東伯教室（大正琴）
光佳流東伯グループ（舞踊）
琴浦民踊の会（舞踊）

琴の浦高等特別支援学校（ダンス）
大山詩吟同好会（詩吟）
近池教室（舞踊）
名扇会赤碕教室（舞踊）
フラワー（ダンス）
プルメリア（ダンス）
安来節保存会　東伯支部（安来節）
わくわくどきどきステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいうえお順

出　演　団　体

来場にあたっての注意事項
　・マスク着用をお願いします。
　・発熱等の症状がある場合のご来場はお控えください。
　・受付における検温で発熱がある場合、入場をお断りすることがあります。

事前申込（チケット購入）

が必要です。

定員有：先着順

受付〆切　11月2日（水）
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町指定文化財「転法輪寺のムクロジ」の毀損について

社会教育課

【被害の概要】

９月６日に鳥取県に最接近した台風１１号により、町指定文化財「転法輪寺

のムクロジ」（天然記念物 昭和６０年１月１日指定）が折損。

【経過】

９月７日 転法輪寺より被害報告

町担当者被害状況確認（高さ７ｍの地点で折損、樹高は２２ｍ）

県天然記念物担当者への状況報告と樹木の保護にかかる指導を

受ける。

【今後の予定】

県天然記念物担当、樹木医等の専門家による指導・意見を踏まえ、文化財所

有者（転法輪寺）と今後の取り扱いについて協議。

県：他自治体の例では、回復できるようであればそのまま文化財として残す場合もある。

樹木医：折れた箇所を適切に処置すれば、回復の見込みはある。

所有者：今後も維持する意思あり、業者に見積もりを依頼。

町：費用の半額を助成する準備を行う。
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白鳳の郷地域活性化協議会に委託している史跡の芝管理について

【現状】

特別史跡斎尾廃寺跡・史跡大高野官衙史跡の町有地芝管理については地元の団体である

「白鳳の郷地域活性化協議会」に委託しており、契約内容で求めている維持管理を適切に実

施されていることを確認し、委託費を支払っている。

令和 3年度委託内容

「史跡大高野官衙遺跡」 面積： 7,180 ㎡、委託費： 338,349 円

「特別史跡斎尾廃寺跡」 面積：31,756 ㎡、委託費：2,032,140 円

【指摘内容】

9月定例議会において、史跡の芝管理が白鳳の郷への委託ではなく、個人の委託になって

いるのではないかとの指摘を受け、調査を行っている。（継続中）

【問題点】

①白鳳の郷の総会資料に史跡の芝管理の計画、報告、決算の内容が含まれていない。

→一部の人しか知らない、組織として請けておらず、個人で請けている。

②芝管理にかかる経費が個人名義の通帳で管理されている。

→組織名義の通帳で管理されるべきこと、内部の監査も行われておらず、組織で請負をし

ているとは言えない。

【見解】

①芝の維持管理については、契約の仕様に基づき管理されていることは現場において目視で

確認しており、適切に管理されている。契約内容には団体内部の事務手続きや会計手続き

には触れられておらず、総会報告がないことをもって団体と契約していないとは言えない。

②R3 年度から、斎尾廃寺跡の芝管理を行うことになり、労務費の支払い等の支出が頻繁に行

われると団体の会計処理が煩雑になることから別通帳による管理を行うことになった。団

体からの依頼文書により個人通帳に支払っているため、団体としても了解していると認識

している。

【調査結果】

総会資料（事業報告、決算）、管理冊子、通帳を確認

・総会資料には史跡芝管理の報告、決算についての記述はなかった。農林水産課からの受託

事業である白鳳館・水辺公園管理に関する記述もない。従来団体設立趣旨である地域活性

化事業に関する内容についてのみが報告されていた。

・管理冊子については、日付、作業時間、作業内容（面積）、単価、金額、作業者氏名等）

労務費支払いについての請求領収印、作業計画、農薬等納品関係が詳細に記録されており、

維持管理に関わる人数は 19 人、外注、再委託等はなかったことを確認。

・通帳については個人名義であったが、管理冊子と照合したところ、芝管理に関する入出金

のみであった。斎尾廃寺については残金（41,172 円）が生じ、繰り越しされている。

【今後の対応】

芝の維持管理については契約に基づき適切に行われているが、協議会内部での情報共有や

会計管理については見直すべき案件もあることから団体育成の点からも必要な助言等を行

い、改善された内容については議会へ報告する。
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